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兵庫県立大学附属中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則（教育委員会規則第15号） 

 兵庫県立大学附属中学校の教育活動の充実を図るため、複数学級制を導入することに伴い、生徒の定員を増 

員することとした。 
 

告         示 

 

兵庫県告示第1377号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、医療を担当する機関を次のとおり指定

した。 

  平成25年12月17日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定医療機関 

名 称 所在地 開設者 指定年月日 

あかぎクリニック 芦屋市呉川町７―26 赤 木 良 隆 平成25年９月５日

ＪＲ芦屋駅前梅華会耳鼻咽

喉科クリニック 

同 市船戸町１―29 モンテメール西館６

階 
医療法人社団梅華会  同 年10月１日

サン薬局伊丹店 伊丹市伊丹１―６―２ 丹兵ビル105 有限会社メディカルノブ  同 年９月１日

かるがも薬局伊丹荒牧店 同 市荒牧６―７―21 株式会社かるがも薬局  同 年11月１日

加古川ともながクリニック
加古川市加古川町寺家町47―１ ファーミ

ンインテリジェントビル４Ｆ 
友 永 達 也 同 

つくし薬局 たつの市御津町中島1664―７ 有限会社つくし薬局 平成25年９月17日

タキヤ中山薬局 宝塚市中筋８―11―63 タキヤ株式会社  同 年10月１日

すみれ眼科クリニック 同 市中山五月台２―11―８―202 笠 松 久 人 同 

やすらぎ薬局阪急山本駅前

店 

同 市平井５―１―40 ＳＥＬＶＡビル１

Ｆ 
株式会社アビメディカル 平成25年11月１日

きらり薬局 
同 市中筋９―１―８ 村上マンション１

階 
株式会社スターメディカル 同 

ぬくもり訪問看護ステーシ

ョン 
高砂市荒井町紙町１―37 

シオンプランニング株式会

社 
平成24年10月３日

同  上 同 市荒井町御旅１―６―６ 同  上 平成25年９月14日

センター薬局 川西市見野２―36―11 ＹＫビル102 株式会社ＴＳプランニング  同 年８月１日

イオン薬局川西店 
同 市小花１―６―13 イオンリカー＆ビ

ューティー川西店２Ｆ 
イオンリテール株式会社  同 年10月８日

土井病院附属診療所 小野市天神町973 医療法人社団栄宏会   同  月１日

三田きらくえん訪問看護ス

テーション 

三田市下深田字菊ヶ谷36―２ レオパレス

三田ウチダ２号館205号 
社会福祉法人きらくえん 平成25年10月１日

いとうメンタルクリニック
同 市駅前町１―38 ＪＲ三田駅ＮＫビル

４階 
伊 藤   毅  同 年11月１日

すず歯科医院 同 市駅前町13―10 森 本 美 子   同  月15日
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杉田デンタルクリニック 川辺郡猪名川町松尾台１―２―２ 
医療法人社団杉田デンタル

クリニック 
平成25年１月１日

 

 

兵庫県告示第1378号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、次の指定医療機関から名称等の変

更及び廃止の届出があった。 

  平成25年12月17日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 名称等の変更の届出があった指定医療機関 

名 称 所在地 変更内容 変更前 変更後 変更年月日 

フロンティア薬局

南芦屋浜店 
芦屋市陽光町４―61 

医療機関名

称 

南芦屋浜フレンド

薬局 

フロンティア薬局

南芦屋浜店 
平成25年11月１日

フロンティア薬局

伊丹中央店 
伊丹市中央４―１―６ 同  上 伊丹フレンド薬局

フロンティア薬局

伊丹中央店 
同 

フロンティア薬局

昆陽池店 
同 市昆陽池１―79―１ 同  上

こやいけフレンド

薬局 

フロンティア薬局

昆陽池店 
同 

フロンティア薬局

北伊丹店 

同 市北伊丹８―251―１

―102 
同  上

北伊丹フレンド薬

局 

フロンティア薬局

北伊丹店 
同 

フロンティア薬局

西伊丹店 
同 市行基町３―１ 同  上

西伊丹フレンド薬

局 

フロンティア薬局

西伊丹店 
同 

フロンティア薬局

宝塚店 
宝塚市小浜４―７―２ 同  上 宝塚フレンド薬局

フロンティア薬局

宝塚店 
同 

フロンティア薬局

川面店 
同 市川面４―９―６ 同  上

かわもフレンド薬

局 

フロンティア薬局

川面店 
同 

フロンティア薬局

東畦野店 
川西市東畦野６―２―24 同  上

東うねのフレンド

薬局 

フロンティア薬局

東畦野店 
同 

フロンティア薬局

花屋敷店 

同 市南花屋敷４―６―７

―３ 
同  上

花屋敷フレンド薬

局 

フロンティア薬局

花屋敷店 
同 

医療法人社団兵庫

青山会やまさき青

山クリニック 

宍粟市山崎町金谷96―１ 同  上
医療法人社団兵庫

青山会新木診療所

医療法人社団兵庫

青山会やまさき青

山クリニック 

平成25年10月１日

２ 廃止の届出があった指定医療機関 

名 称 所在地 開設者 廃止年月日 

サン薬局伊丹店 伊丹市伊丹１―７―16 有限会社メディカルノブ 平成25年８月31日

米田歯科クリニック 豊岡市山王町10―１ 米 田 尚 登  同 年10月28日

つくし薬局 たつの市御津町中島1664―１ 有限会社つくし薬局  同 年９月16日



平成25年12月17日 火曜日   兵 庫 県 公 報          第 2553 号 

4 

 

医療法人社団柊和会三木デ

ンタルクリニック 

三木市緑が丘町本町１―236―１ 平井ビ

ル２階Ｃ号室 
医療法人社団柊和会  同 年８月26日

三木市立三木市民病院 同 市加佐58―１ 三木市長  同 年９月30日

近藤泌尿器科クリニック 同 市緑が丘町本町１―257 
医療法人社団近藤泌尿器科

クリニック 
同 

三木フレンド薬局 同 市加佐174―３ 株式会社フロンティア 同 

阪神調剤薬局三木南店 同 市加佐173―３ 株式会社阪神調剤薬局 同 

阪神調剤薬局三木北店 同 市加佐71 同  上 同 

ぬくもり訪問看護ステーシ

ョン 
高砂市荒井町紙町１―37 

シオンプランニング株式会

社 
平成25年９月14日

センター薬局 川西市見野２―36―11 ＹＫビル101 先 田 靜 穂  同 年７月31日

杉田デンタルクリニック 川辺郡猪名川町松尾台１―２―２ 杉 田 学 治 平成24年12月31日

中島薬局福崎店 神崎郡福崎町南田原字桶川3135―２ 株式会社アルカ 平成25年８月31日

 

 

兵庫県告示第1379号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国

後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、居宅介護若しくは居宅介護

支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成又は介護予防福祉用

具の給付を担当する機関を次のとおり指定した。 

  平成25年12月17日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定介護機関 

名 称 所在地 開設者 サービス種類 指定年月日 

カサブランカ居宅介護

支援センター 

明石市大久保町江井島1030―

１ 

有限会社エイプラスア

ール 
居宅介護支援 平成25年５月１日

カサブランカヘルパー

ステーション 
同  上 同  上 

訪問介護、介護予防

訪問介護 
同 

株式会社やさしい手和

坂巡回訪問介護事業所 

明石市和坂１―15―38 やさ

しえ西明石 
株式会社やさしい手 同  上 同 

株式会社スマイル 芦屋市呉川町17―６ 株式会社スマイル 同  上 平成25年９月３日

スパライオンズ芦屋伊

勢町 

同 市伊勢町４―21 

 
合同会社ケアハート 

通所介護、介護予防

通所介護 
 同 年10月31日

あまはん訪問介護事業

所 
伊丹市野間北３―３―16 株式会社あまはん 

訪問介護、介護予防

訪問介護 
  同  月１日

かるがも薬局伊丹荒牧

店 
同 市荒牧６―７―21 株式会社かるがも薬局

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管

理指導 

平成25年11月１日
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介護ステーションはな 
同 市鴻池２―12―12―Ｂ―

1002号 
株式会社はな 

訪問介護、介護予防

訪問介護 
  同  月１日

サクラ薬局タミー店 同 市西台１―１―１ 
有限会社サクラファー

マシータミー店 

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管

理指導 

  同  月12日

ニッケふれあいセンタ

ー加古川 

加古川市加古川町本町239―

１ 

株式会社ニッケ・ケア

サービス 

小規模多機能型居宅

介護、介護予防小規

模多機能型居宅介護 

平成25年７月30日

フジタ薬局神野店 同  市神野町西条424―１ 有限会社藤田薬局 

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管

理指導 

 同 年９月17日

あっぷるデイサービス

龍野 
たつの市龍野町富永505―１ 株式会社あっぷる 

通所介護、介護予防

通所介護 
 同 年10月15日

あっぷるレンタル事業

所龍野 
同  上 同  上 

福祉用具貸与、特定

福祉用具販売、介護

予防福祉用具貸与、

介護予防特定福祉用

具販売 

 同 年11月１日

さくら薬局宝塚五月台

店 
宝塚市中山五月台２―11―８ クラフト株式会社 

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管

理指導 

 同 年10月１日

そうごう薬局宝塚売布

店 
同 市売布２―14―16―１号

総合メディカル株式会

社 
同  上   同  月24日

いけのしま居宅介護支

援事業所 
同 市泉町６―33 

一般財団法人宝塚市保

健福祉サービス公社 
居宅介護支援 平成25年11月１日

やすらぎ薬局阪急山本

駅前店 

同 市平井５―１―40 ＳＥ

ＬＶＡビル１Ｆ 

株式会社アビメディカ

ル 

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管

理指導 

同 

きらり薬局 
同 市中筋９―１―８ 村上

マンション１階 

株式会社スターメディ

カル 
同  上 同 

ハーモニー調剤薬局中

山寺店 

同 市中筋４―８―27 中山

寺駅前ビル１Ｆ 
古 跡 和 子 同  上 平成25年11月５日

ぬくもり訪問看護ステ

ーション 
高砂市荒井町御旅１―６―６

シオンプランニング株

式会社 

訪問看護、介護予防

訪問看護 
 同 年９月14日

デイサービスセンター

そらりお大和 
川西市大和東３―４―３ 株式会社スズナリア 

通所介護、介護予防

通所介護 
 同 年５月１日

つるやライフケアサー

ビス 
同 市栄町25―１―111 有限会社つるや薬局 

福祉用具貸与、特定

福祉用具販売、介護

予防福祉用具貸与、

介護予防特定福祉用

具販売 

同 
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小花 同 市小花２―26―４ 株式会社琴 

特定施設入居者生活

介護、介護予防特定

施設入居者生活介護 

平成25年10月15日

デイサービスつどい場

みち川西 
同 市寺畑１―10―21 

特定非営利活動法人つ

どい場みち 

通所介護、介護予防

通所介護 
 同 年11月１日

訪問看護ステーション

スマイルライフ 
小野市片山町1475―１ 

株式会社スマイルライ

フ 

訪問看護、介護予防

訪問看護 
平成24年10月16日

デイサービスセンター

こみなみ 
同 市市場町255 株式会社こみなみ 通所介護 平成25年８月１日

三田きらくえん訪問看

護ステーション 

三田市下深田字菊ヶ谷36―２

レオパレス三田ウチダ２号館

205号 

社会福祉法人きらくえ

ん 

訪問看護、介護予防

訪問看護 
 同 年10月15日

三田きらくえん居宅介

護支援センター 
同  上 同  上 居宅介護支援   同  月17日

かるべの郷ホームヘル

パーステーション 
養父市広谷83 

社会福祉法人かるべの

郷福祉会 

訪問介護、介護予防

訪問介護 
平成24年９月24日

ばんぶう株式会社 南あわじ市福良甲1529―３ ばんぶう株式会社 同  上 平成25年９月17日

訪問介護事業所咲來 
加古郡播磨町北野添３―６―

55 

株式会社ワコウ塗装工

業 
同  上  同 年６月15日

小規模デイサービス夢 
同 郡同 町北野添３―１―

26 
ドリーム株式会社 

通所介護、介護予防

通所介護 
 同 年10月２日

 

 

兵庫県告示第1380号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２及び中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定に

より、次の指定介護機関から名称等の変更及び廃止の届出があった。 

  平成25年12月17日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 名称等の変更の届出があった指定介護機関 

名 称 所在地 変更内容 変更前 変更後 変更年月日 

指定通所介護事業

所エルホーム芦屋 
芦屋市浜町12―３ 事業所名称

指定通所介護事業

所エルケアセンタ

ー芦屋 

指定通所介護事業

所エルホーム芦屋 
平成25年12月１日

訪問介護事業所エ

ルホーム芦屋 
同  上 同  上

訪問介護事業所エ

ルケアセンター芦

屋 

訪問介護事業所エ

ルホーム芦屋 
同 

聖隷逆瀬台デイサ

ービスセンター 
宝塚市逆瀬台６―１―２ 同  上

せいれい逆瀬台デ

イサービスセンタ

ー 

聖隷逆瀬台デイサ

ービスセンター 
平成25年４月１日
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フロンティア薬局

川面店 
同 市川面４―９―６ 同  上

かわもフレンド薬

局 

フロンティア薬局

川面店 
 同 年11月１日

フロンティア薬局

宝塚店 
同 市小浜４―７―２ 同  上 宝塚フレンド薬局

フロンティア薬局

宝塚店 
同 

もくせい居宅介護

支援事業所 
丹波市青垣町東芦田1303 開設者名称

社会福祉法人青垣

敬寿会 

社会福祉法人敬寿

記念会 
平成20年２月20日

もくせい通所介護

事業所 
同  上 同  上 同  上 同  上 同 

もくせい短期入所

生活介護事業所 
同  上 同  上 同  上 同  上 同 

２ 廃止の届出があった指定介護機関 

名 称 所在地 開設者 サービス種類 廃止年月日 

カサブランカ居宅介護

支援センター 
明石市大久保町西島839―１ 

有限会社エイプラスア

ール 
居宅介護支援 平成25年４月30日

カサブランカヘルパー

ステーション 
同  上 同  上 

訪問介護、介護予防

訪問介護 
同 

株式会社スマイル 芦屋市陽光町３―31 株式会社スマイル 同  上 平成25年９月２日

ニッケふれあいセンタ

ー加古川 

加古川市加古川町寺家町269

―１ 

株式会社ニッケ・ケア

サービス 

小規模多機能型居宅

介護、介護予防小規

模多機能型居宅介護 

 同 年７月29日

フジタ薬局神野店 同  市神野町西条424―１ 有限会社藤田薬局 

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管

理指導 

 同 年９月16日

宝塚栄光園デイサービ

スセンター 
宝塚市ゆずり葉台３―１―２

社会福祉法人聖隷福祉

事業団 

通所介護、認知対応

型通所介護、介護予

防認知対応型通所介

護 

 同 年５月31日

医療法人社団柊和会三

木デンタルクリニック 

三木市緑が丘町本町１―236

―１ 平井ビル２階Ｃ号室 
医療法人社団柊和会 

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管

理指導 

 同 年８月26日

ぬくもり訪問看護ステ

ーション 
高砂市荒井町紙町１―37 

シオンプランニング株

式会社 

訪問看護、介護予防

訪問看護 
 同 年９月14日

訪問看護ステーション

スマイルライフ 
小野市上本町158―19 

株式会社スマイルライ

フ 
同  上 平成24年１月31日

かるべの郷ホームヘル

パーステーション 
養父市十二所871 

社会福祉法人かるべの

郷福祉会 

訪問介護、介護予防

訪問介護 
 同 年３月31日

訪問介護事業所咲來 
加古郡播磨町北本荘７―９―

15 

株式会社ワコウ塗装工

業 
同  上 平成25年６月14日
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兵庫県告示第1381号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、施術を担

当する者を次のとおり指定した。 

  平成25年12月17日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定施術者 

施術者 施術所名称 所在地 指定年月日 

石 井 一 紀 よつば鍼灸整骨院 明石市二見町西二見89―７―102 平成25年11月１日 

安 積 勝 博 あづみ整骨院 加古川市平岡町新在家411―１  同 年７月20日 

森 下 和 幸 川西小林整骨院 川西市小花１―６―13  同 年10月９日 

佐 藤 康 博 オレンジ整骨院 三田市武庫が丘７―６―１―1101   同  月１日 

銕 尾   涼 くがい接骨院 揖保郡太子町蓮常寺字豆田281 平成25年11月１日 

 

 

兵庫県告示第1382号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任の

届出があった。 

  平成25年12月17日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

兵庫県揖保川岩浦土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        池 田 新 一      たつの市誉田町長真89番地 

    同         坪 田 喜 八      同  市揖保町山下120番地 

    同         柳 生 正 弘      同  市揖保町門前241番地 

    同         村 瀬   孝      揖保郡太子町常全189番地 

    同         三 輪   進      同 郡同 町宮本129番地１ 

    同         佐々木 稔 郎      同 郡同 町老原396番地１ 

   監 事        尾 西 廣 信      たつの市龍野町大道252番地 

    同         冨 岡 宏 文      揖保郡太子町糸井223番地 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        山 本   惠      たつの市龍野町四箇291番地 

    同         柳 生 正 弘      同  市揖保町門前241番地 

    同         佐々木 稔 郎      揖保郡太子町老原396番地１ 

    同         三 輪   進      同 郡同 町宮本129番地１ 

    同         村 瀬 一 彦      同 郡同 町常全266番地 

   監 事        佐 用  勝      たつの市揖保町中臣1055番地 

    同         冨 岡 宏 文      揖保郡太子町糸井223番地 

朝来土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        戸 田   巖      朝来市立脇309番地 

    同         木 村   繁      同 市岩津169番地１ 

    同         宮 本 庄 治      同 市岩津750番地 
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    同         杉 谷 和 明      同 市田路390番地 

    同         戸 田 賢 一      同 市田路1058番地３ 

    同         関   昭 二      同 市羽渕151番地１ 

    同         山 田 堅 一      同 市佐囊364番地３ 

    同         山 田 和 広      同 市佐囊668番地 

    同         原   孝 好      同 市山口111番地２ 

    同         松 尾  範      同 市立野250番地 

    同         大田垣 忠 義      同 市新井319番地２ 

    同         谷 口   寛      同 市桑市398番地 

    同         澤 田   勉      同 市物部623番地２ 

        同         日 下 保 幸      同 市石田686番地 

    同                  中 島 市 藏            同 市伊由市場91番地 

        同         黒 川 全 宏      同 市澤574番地４ 

    同         木 村  男      同 市山内297番地 

    同         小 林 和 彦      同 市山東町滝田312番地 

    同         池 本 晃 市      同 市立脇664番地９ 

   監 事        中 島 利 信      同 市物部1179番地 

    同         長谷波 茂 男      同 市八代51番地２ 

    同         伊 藤 幸 一      同 市多々良木263番地３ 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        関   昭 二      朝来市羽渕151番地１ 

    同         谷 口   寛      同 市桑市398番地 

    同         清 原 敬 二      同 市岩津1276番地１ 

    同         木 村   繁      同 市岩津169番地１ 

    同         藤 原 兼 人      同 市田路444番地２ 

    同         戸 田 賢 一      同 市田路1058番地３ 

    同         長谷波 茂 男      同 市八代51番地２ 

    同         山 田 堅 一      同 市佐囊364番地３ 

    同         坂 田 哲一郎      同 市山口36番地 

    同         松 本 正 男      同 市立野553番地 

    同         羽 渕 富 夫      同 市新井476番地 

    同         伊 藤 幸 一      同 市多々良木263番地３ 

    同         戸 田   巖      同 市立脇309番地 

    同         太 田 延 之      同 市石田1180番地 

    同         中 島 市 藏      同 市伊由市場91番地 

同         黒 川 全 宏      同 市澤574番地４ 

同         秋 山 拓 生      同 市山内621番地 

同         矢 野 聖 治      同 市山東町滝田282番地２ 

同         池 本 晃 市      同 市立脇664番地９ 

   監 事        澤 田   勉      同 市物部623番地２ 

    同         糸 谷   勉      同 市佐囊660番地２ 

    同         嵯峨山   博      同 市岩津1280番地２ 

 

兵庫県告示第1383号 

 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第５条第１項の規定により許可申請があった特定施設

の設置の概要は、次のとおりである。 

 なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事

項を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。 

  平成25年12月17日 
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兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 申請の概要 

 (1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに代表者又は代理人の氏名 

   株式会社カネカ高砂工業所 

  高砂市高砂町宮前町１番８号 

  常務執行役員高砂工業所長 川 勝 厚 志 

 (2) 工場又は事業場の名称及び所在地 

   株式会社カネカ高砂工業所 

  高砂市高砂町宮前町１番８号 

(3) 特定施設に関する事項 

種        類 33号ロ 水洗施設 

能        力 ろ過面積 15.4㎡  

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後 

工 事 完 成 予 定 年 月 日 着手後１箇月 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 完成後 

使用時間の間隔及び１日当たりの使用時間 24時間連続 

使 用 時 間 の 季 節 的 変 動 の 概 要 な し 

区    分 通 常 最 大 

水 素 イ オ ン 濃 度

（ 水 素 指 数 ） 
５～７ ５～７ 

生物化学的酸素要求量

（単位 mg／Ｌ） 
－ － 

化 学 的 酸 素 要 求 量

（単位 mg／Ｌ） 
65未満 65 

浮 遊 物 質 量

（単位 mg／Ｌ） 
100未満 100 

窒 素 含 有 量

（単位 mg／Ｌ） 
30 30 

燐
りん

含 有 量

（単位 mg／Ｌ） 
0.11 0.13 

使用時にお

いて当該特

定施設から

排出される

汚水等の汚

染状態の通

常の値及び

最大の値 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

（単位 mg／Ｌ） 
10未満 10 

使用時において当該特定施設から排出

される汚水等の量（単位 ｍ3／日） 
840未満 840 

備考 既設特定施設を廃止するため、排出水の汚染状態及び量並びに汚濁負荷量に増減はない。 

２ 縦覧の期間及び場所 

 (1) 期間 平成25年12月17日から平成26年１月７日まで 

 (2) 場所 兵庫県農政環境部環境管理局水大気課及び高砂市生活環境部環境経済室環境政策課 

 

兵庫県告示第1384号 

 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第５条第１項の規定により許可申請があった特定施設

の設置の概要は、次のとおりである。 
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 なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事

項を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。 

  平成25年12月17日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 申請の概要 

 (1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに代表者又は代理人の氏名 

   三菱重工業株式会社高砂製作所 

  高砂市荒井町新浜２丁目１番１号 

  高砂製作所長 六 山 亮 昌 

 (2) 工場又は事業場の名称及び所在地 

   三菱重工業株式会社高砂製作所 

  高砂市荒井町新浜２丁目１番１号 

(3) 特定施設に関する事項 

種        類 74号 特定事業場から排出される水の処理施設 

能        力 450ｍ3／時 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 既設 

工 事 完 成 予 定 年 月 日 既設 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後 

使用時間の間隔及び１日当たりの使用時間 24時間連続 

使 用 時 間 の 季 節 的 変 動 の 概 要 な し 

区    分 通 常 最 大 

水 素 イ オ ン 濃 度

（ 水 素 指 数 ） 
6.5～8.0 6.5～8.0 

生物化学的酸素要求量

（単位 mg／Ｌ） 
－ － 

化 学 的 酸 素 要 求 量

（単位 mg／Ｌ） 
8.6 ９ 

浮 遊 物 質 量

（単位 mg／Ｌ） 
7.1 15 

窒 素 含 有 量

（単位 mg／Ｌ） 
6.4 18 

燐
りん

含 有 量

（単位 mg／Ｌ） 
0.2 0.8 

使用時にお

いて当該特

定施設から

排出される

汚水等の汚

染状態の通

常の値及び

最大の値 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

（単位 mg／Ｌ） 
1.0 1.4 

使用時において当該特定施設から排出

される汚水等の量（単位 ｍ3／日） 
6,507.9 8,161.0 

備考 分社化に伴い既設施設が特定施設に該当することによる申請であるため、排出水の汚染状態及び量

並びに汚濁負荷量に増減はない。 

２ 縦覧の期間及び場所 

 (1) 期間 平成25年12月17日から平成26年１月７日まで 

 (2) 場所 兵庫県農政環境部環境管理局水大気課及び高砂市生活環境部環境経済室環境政策課 
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兵庫県告示第1385号 

 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、形質変更時要届出区域を次のとおり指

定する。 

  平成25年12月17日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 指定する区域 

  赤穂市加里屋字加藤968番、968番18、973番１、973番４、字八田980番３、980番４、980番５、980番10、

3008番、3009番の一部 

２ 特定有害物質の名称 

  砒
ひ

素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 

 

兵庫県告示第1386号 

 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、形質変更時要届出区域を次のとおり指

定する。 

  平成25年12月17日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 指定する区域 

  三木市福井字宮の前2382番、2383番、2395番、2398番、2399番の一部 

２ 特定有害物質の名称 

  シス－１，２－ジクロロエチレン及びテトラクロロエチレン 

 

兵庫県告示第1387号 

 建設業法（昭和24年法律第100号）第12条の規定による廃業等の届出があったので、同法第29条第１項の規定

に基づき、次の建設業者の許可を取り消した。 

   平成25年12月17日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

取り消した建設業 商号又は名称及び 

代表者氏名 
主たる営業所の所在地 許可番号

区分 種      類

処分の原因と 

なった事実 
取消年月日 

箕原造園土木㈲ 

㈹箕原 康成 

神戸市東灘区住吉宮町

２―15―16 

 

般－24 

第116297号

一般 土木工事業、とび・土

工工事業、ほ装工事

業、しゆんせつ工事

業、造園工事業、水道

施設工事業 

建設業の廃止

（全部廃業） 

平成25年９月29日

西部電気工事㈱ 

㈹辻 則昭 

同 市兵庫区下沢通４

―７―１ 

般－24 

第102018号

一般 電気工事業、消防施設

工事業 

建設業の廃止

（全部廃業） 

 同 年６月30日

三心保温工業所 

㈹東田 順次 

同 市北区南五葉５―

２―28 

般－22 

第107808号

一般 熱絶縁工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

 同 年８月１日

神栄商会 

㈹田原 守 

同 市長田区御屋敷通

４―２―５ 

般－23 

第107073号

一般 管工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

 同 年１月23日

㈱大充 

㈹高山 由紀美 

同 市同 区海運町８

―４―８ 

般－24 

第116106号

一般 土木工事業、とび・土

工工事業、石工事業、

管工事業、鋼構造物工

事業、ほ装工事業、し

ゆんせつ工事業、水道

施設工事業 

建設業の廃止

（一部廃業） 

 同 年８月31日

㈱清水商店 

㈹清水 繁和 

同 市同 区房王寺町

１―４―13 

般－20 

第115299号

一般 石工事業、ほ装工事

業、水道施設工事業

建設業の廃止

（一部廃業） 

同 
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㈱金山組 

㈹金山 日龍 

同 市同 区山下町４

―３―８ 

般－24 

第110489号

一般 土木工事業、建築工事

業、とび・土工工事業、

石工事業、鋼構造物工

事業、ほ装工事業、し

ゆんせつ工事業、水道

施設工事業 

建設業の廃止

（全部廃業） 

平成25年９月12日

㈱共栄土木 

㈹山田 美智雄 

同 市須磨区若宮町１

―１―６ 

般－25 

第114466号

一般 大工工事業、タイル・

れんが・ブロツク工事

業、鉄筋工事業 

建設業の廃止

（一部廃業） 

 同 年８月18日

㈲スギテック 

㈹杉野 正一 

尼崎市大西町１―３―

23 

般－20 

第217713号

一般 管工事業 建設業の廃止 

（全部廃業） 

平成23年６月11日

㈱タカダホールデ

ィングス 

㈹髙田 実 

同 市潮江４―３―10 特－22 

第217285号

特定 石工事業、鋼構造物工

事業、ほ装工事業、し

ゆんせつ工事業、塗装

工事業、水道施設工事

業 

建設業の廃止 

（一部廃業） 

平成24年６月15日

シンキ建設㈱ 

㈹堀 秀盛 

同 市水堂町２―４―

１ 

般－23 

第213404号

一般 土木工事業 建設業の廃止 

（一部廃業） 

 同 年12月31日

富松電気計装㈱ 

㈹田中 信夫 

同 市武庫元町２―19

―２ 

特－22 

第210276号

特定 電気工事業 建設業の廃止 

（全部廃業） 

平成25年６月30日

㈱鶴田組 

㈹鶴田 五月 

同 市七松町３―13―

18 

般－21 

第207528号

一般 大工工事業 建設業の廃止 

（一部廃業） 

 同 年７月21日

㈱早水組 

㈹早水 一博 

同 市食満２―24―15 般－23 

第201572号

一般 建築工事業 建設業の廃止 

（一部廃業） 

 同 年８月16日

㈱井上工務店 

㈹栗山 美佐 

西宮市山口町下山口５

―16―12 

般－22 

第214636号

一般 土木工事業 建設業の廃止 

（一部廃業） 

平成24年12月１日

㈱月山コンストラ

クション 

㈹月山 美弥子 

同 市山口町下山口３

―６―36 

般－22 

第302138号

一般 ほ装工事業 建設業の廃止 

（一部廃業） 

平成25年６月20日

阪神器化学㈱ 

㈹田村 英夫 

同 市今津水波町10―

18 

般－24 

第208868号

一般 ほ装工事業、しゆんせ

つ工事業、水道施設工

事業 

建設業の廃止 

（一部廃業） 

 同 年７月20日

さくら建設㈱ 

㈹櫻木 純市 

同 市本町12―５ 般－22 

第218242号

一般 土木工事業、建築工事

業、大工工事業、と

び・土工工事業、内装

仕上工事業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

 同 年８月31日

ＳＴＥＣ㈱ 

㈹白石 一雄 

伊丹市下河原１―11―

22 

般－23 

第302205号

一般 電気通信工事業 建設業の廃止 

（一部廃業） 

平成24年５月４日

㈲マルエス商会 

㈹眞田 康則 

同 市大野２―117 般－23 

第209743号

一般 機械器具設置工事業 建設業の廃止 

（全部廃業） 

平成25年８月31日

㈱ケイ・トゥ・ビ

ィ 

㈹金澤 達也 

宝塚市栄町３―６―７ 般－22 

第216832号

一般 建築工事業、大工工事

業、屋根工事業、タイ

ル・れんが・ブロツク

工事業、内装仕上工事

業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

  同  月29日

㈱大芽重工業 

㈹下田 巧 

同 市安倉中５―12―

33 

般－20 

第301600号

一般 土木工事業、鋼構造物

工事業、ほ装工事業

建設業の廃止 

（一部廃業） 

平成25年９月22日

㈱マイスター建築 

㈹加藤 功 

川西市栄町12―１ 般－24 

第301827号

一般 建築工事業 建設業の廃止 

（全部廃業） 

 同 年８月23日

㈱白原工務店 

㈹白原 蓮 

三田市広野26―２ 般－24 

第300623号

一般 管工事業 建設業の廃止 

（一部廃業） 

 同 年９月６日

㈱はまつ組 

㈹濱津 徹 

川辺郡猪名川町広根字

北后久６―３ 

般－24 

第207412号

一般 建築工事業 建設業の廃止 

（一部廃業） 

 同 年６月20日
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兵庫県告示第1388号 

土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第29条第１項の規定により、西脇市高田井土地区画整理組合から次

のとおり理事の氏名等の届出があった。 

平成25年12月17日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

          氏   名        住   所 

退任理事長    遠 藤   操     西脇市高田井町631番地 

新任理事長    遠 藤 幸 夫     西脇市高田井町659番地の１  
 

公 告 

 

   入札公告 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成25年12月17日 

契約担当者            

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 調達内容 

 (1) 調達する物品等の名称及び数量 

   県立大学附属高等学校ほか６施設で使用する電気 予定数量1,755,943キロワット時／年 

 (2) 調達案件の仕様等 

   契約担当者が仕様書等で指定するところによる。 

 (3) 履行期間 

   平成26年４月１日（火）から平成27年３月31日（火）まで 

 (4) 履行場所 

   仕様書別紙「対象施設一覧」のとおり 

 (5) 入札方法 

   落札決定に当たっては、入札金額の100分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

㈲にしけん開発企

画 

㈹藤井 啓司 

明石市大久保町松陰

874―１ 

般－23 

第405798号

一般

 

大工工事業、塗装工事

業、防水工事業、内装

仕上工事業 

建設業の廃止

（一部廃業） 

 同 年８月15日

中田建設 

㈹中田 聡 

加古川市野口町野口

772―4 

般－21 

第406906号

一般 建築工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

平成24年12月31日

芝本産業㈱ 

㈹芝本 忠雄 

同  市加古川町備後

301 

般－23 

第400351号

一般 塗装工事業、造園工事

業 

建設業の廃止 

（一部廃業） 

平成25年９月10日

コベルコ産機サー

ビス㈱ 

㈹木浦 大三 

高砂市荒井町新浜２―

３―１ 

特－24 

第405893号

特定 機械器具設置工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

  同  月１日

幸進工業 

㈹遠入 眞詩 

姫路市御国野町御着

998―17 

般－22 

第460818号

一般 熱絶縁工事業 建設業の廃止 

（全部廃業） 

  同  月19日

常盤電機㈱ 

㈹常盤 充 

同 市北今宿２―４―

１ 

特－23 

第450458号

特定 電気通信工事業 建設業の廃止 

（一部廃業） 

  同  月20日

㈱コマドメ建設 

㈹駒留 重明 

朝来市生野町真弓410

―１ 

般、特－24

第600886号

一般 造園工事業 建設業の廃止 

（一部廃業） 

  同  月１日

溝畑組 

㈹溝畑 久男 

篠山市宇土515 般－24 

第751195号

一般 土木工事業、ほ装工事

業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

  同  月19日

㈱サンスイ 

㈹田中 一良 

南あわじ市榎列小榎列

325―１ 

般－23、24

第801773号

一般 電気工事業、機械器具

設置工事業 

建設業の廃止 

（一部廃業） 

  同  月30日
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及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の105

分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

  本件入札に参加できる資格を有するものは、次に掲げる要件を満たし、契約担当者による一般競争入札参

加資格の確認を受けた者であること。 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定され

た者であること。 

（入札参加資格審査窓口） 

 兵庫県出納局管理課 電話（078）341－7711 内線4938 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 入札参加申込期間の最終日及び当該調達の開札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受

けていない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づき、一般電気事業者としての許可を得て

いる者又は同法第16条の２第１項の規定に基づき、特定規模電気事業者の届出を行っている者であること。 

 (6) 「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針」に基づき、入札参加「可」と判定された者又は判定を受けて

いない者で開札の日時までに入札参加「可」と判定された者であること。 

（環境配慮方針に基づく判定窓口）  

兵庫県農政環境部環境創造局環境政策課 電話（078）341－7711 内線3358 

３ 契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間・場所 

 (1) 交付期間 

平成25年12月17日（火）から平成26年１月10日（金）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫

県条例第15号）第２条に規定する県の休日を除く。） 

 (2) 交付場所 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

         兵庫県企画県民部企画財政局総務課 担当 村上 

         電話（078）341－7711 内線3060 

４ 入札参加申込書及び入札書の提出期間 

 (1) 入札参加申込書の提出期間 

   平成25年12月18日（水）から平成26年１月10日（金）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫

県条例第15号）第２条に規定する県の休日を除く。） 

 (2) 入札参加申込書の提出場所及び問合せ先 

   前記３(2)に同じ。 

 (3) 開札の日時及び場所 

   日時 平成26年２月７日（金）午前10時から 

   場所 兵庫県企画県民部企画財政局総務課（神戸市中央区下山手通５丁目10番１号） 

 (4) 入札書の受領期限 

   郵送又は持参により入札書を提出するものとし、平成26年２月６日（木）午後５時までに前記３(2)の場

所に必着のこと。 

５ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

   契約希望金額（入札書記載金額の100分の105。以下同じ。）の100分の５以上の額の入札保証金を平成26

年２月５日（水）午後５時までに納入しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除

される。 

  ア 国（公社・公団を含む。以下同じ。）、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経
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営の規模及び状況並びにその他の状況から、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められると

き。 

  イ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保証金に代え

て提出したとき（入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該入札

は無効となるので注意すること。）。  

 (3) 契約保証金 

   契約希望金額の100分の10以上の額の契約保証金を求める場合がある。ただし、次の場合は契約保証金の

納付が免除される。 

  ア 過去２年間に国、地方公共団体その他知事が指定する公共的団体とその契約と種類及び規模をほぼ同

じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、その契約を履行しない

こととなるおそれがないと認められるとき。 

  イ 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契約保証金に代え

て提出したとき。 

 (4) 入札参加者に求められる義務 

  ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申込書に前記２(1)、(5)及び(6)に示した電気の供

給を実施できることを証明する書類を添付して、平成26年１月10日（金）午後５時までに提出すること。 

  イ 入札参加者は、入札・開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明

を求められた場合は、それに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

  ア  所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに提出されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示す

保険期間まであること。 

  イ  入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  ウ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  エ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

オ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。特に、入札書に

ついては、「この入札書に記載する申込み内容については、この入札の対象となる調達に係る予算が議決

され、その執行が可能となったときに効力を生じる。」旨が付記されていること。 

  カ 代理人が入札する場合は、入札書と合わせて委任状を提出すること。 

  キ 入札金額は特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

  ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

  ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

   (ｲ) 初度の入札において、前記４(4)及びアからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、４(4)

又はウ若しくはエに違反し無効となった者以外の者 

  コ この入札の対象となる調達契約に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となること。 

 (6) 入札の無効 

    本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、入札参加申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違

反した入札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した物品等を提供できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年

兵庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効

な入札を行ったものを落札者とする。 

 (9) その他 

   詳細は、入札説明書による。 

６ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 
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 (1)  Name and title of head of the procuring entity: 

      Toshizo Ido, Governer of Hyogo Prefecture 

 (2)  Nature and quantity of the services to be required: 

      Supply of electric power, 1,755,943 kWh/1 year 

 (3)  Fulfillment period: 

      From April 1, 2014 through March 31, 2015 

 (4)  Location: 

      As per designated by the head of the procuring entity in specification 

 (5)  Deadline for tender: 

      17:00 February 6, 2014 by direct delivery or mail 

 (6)  Person to contact concerning the notice: 

      Mr. Murakami, General Affairs Division, Civil Policy Planning & Administration Department,  

Hyogo Prefectural Government 

      5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8567 

      TEL (078)341-7711 Ext. 3060 

 

   特定非営利活動法人の設立に係る認証の申請 

 特定非営利活動法人の設立代表者から設立に係る認証の申請があったので、特定非営利活動促進法（平成10

年法律第７号）第10条第２項及び県民ボランタリー活動の促進等に関する条例（平成10年兵庫県条例第39号）

第17条の規定により、兵庫県企画県民部県民文化局県民生活課、同部管理局文書課県民情報センター、神戸県

民局、阪神南県民局、阪神北県民局、東播磨県民局、北播磨県民局、中播磨県民局、西播磨県民局、但馬県民

局、淡路県民局及び丹波の森公苑において、関係書類を縦覧に供する。 

 なお、関係書類の縦覧期間は申請を受け付けた年月日から２月間とする。 

  平成25年12月17日 

                                 兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１(1) 申請受付年月日 平成25年11月29日 

 (2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人つみき 

  イ 代表者の氏名 森   郁 子 

  ウ 主たる事務所の所在地 西宮市中須佐町７番19号 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、主に地域住民のコミュニティづくりを推進するための事業を行うと共に、地域で生活す

る子どもやその保護者に対して、地域住民の力で育むことを特色とした保育園の事業を行い、すべての

住民が住みよいまちづくりの形成、地域の保育福祉の増進及び子どもの健全育成に寄与することを目的

とする。 

２(1) 申請受付年月日 平成25年11月29日 

 (2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 ＮＰＯ法人育ちあいサポートブーケ 

  イ 代表者の氏名 藏 原 亜 紀 

  ウ 主たる事務所の所在地 川西市小花１丁目６番13―1304号 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、主に川西市及び猪名川町の親子と、それら親子を取り巻く地域住民に対して、交流や子

育てに関する学びの機会を提供する事業を行い、子どもたちが安心して健全に育つことができ、また、

親が親として育っていく過程を温かく見守るまなざしにあふれるまちづくりに寄与することを目的と

する。 

３(1) 申請受付年月日 平成25年11月29日 

 (2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 ＮＰＯ法人子ども未来教育ネットワーク 

  イ 代表者の氏名 岡 本 賢 介 

  ウ 主たる事務所の所在地 西宮市生瀬武庫川町１番５―108号 
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   エ 定款に記載された目的 

この法人は、子供及びその親に対し、理科・科学、語学等に関する教育事業を行い、また、講演会や

イベントなどにより、理科・科学、語学にふれる機会をつくり、子供に理科・科学、語学への興味をう

ながし、科学技術の振興と子供の国際競争力の育成に貢献することを目的とする。 

４(1) 申請受付年月日 平成25年11月29日 

 (2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人日本皮膚外科学会 

  イ 代表者の氏名 大 原 國 章 

  ウ 主たる事務所の所在地 西宮市池開町３番10号 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、皮膚科学に基づいた診断と治療方針が必要で、かつ皮膚外科学的治療を必要とする皮膚

腫瘍、母斑、瘢痕などの疾患に対する臨床力の向上を目的とし、会員の発表・討議・知識の交換を行い、

さらにこの分野の教育と普及に努め、皮膚外科学の発展を通して国民の健康福祉の増進に寄与すること

を目的とする。 

５(1) 申請受付年月日 平成25年11月29日 

 (2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人あすてる 

  イ 代表者の氏名 石 井 靖 雄 

  ウ 主たる事務所の所在地 三木市緑が丘町西４丁目７番地の12 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、精神障害者とその家族等に対し、地域生活を支援する為の地域活動支援事業をはじめ、

仲間と共に過ごせる居場所の運営、医療機関や福祉制度及び社会資源等の情報提供事業を行う他、社会

復帰準備の為の共同生活援助（グループホーム）等の事業を展開する。 

また、地域住民に対して精神障害者とその家族等との交流、精神障害に対する社会的偏見を払拭する

為の広報活動を行い、精神障害者の方がその人らしい新たな人生を再スタートし、家族と共に安心して

暮らせる地域社会づくりに寄与することを目的とする。 

６(1) 申請受付年月日 平成25年11月29日 

 (2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人Ｃｉｅｌｏ 

  イ 代表者の氏名 渡 邉 尚 樹 

  ウ 主たる事務所の所在地 加東市下滝野３丁目175 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、ノーマライゼーションの理念に基づき、障害のある人々に対して、自立支援及び地域生

活支援に関する事業を行い、その有する能力及び適正に応じた生活を営めるよう支援すると共に、あわ

せて健常者との交流を進めることで両者間の精神的、物理的障壁を取り除き、もってすべての人々が心

豊かに安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。 

７(1) 申請受付年月日 平成25年11月29日 

 (2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人ＤＵＡＬ ＲＩＮＧ 

  イ 代表者の氏名 吉 峯 真 代 

  ウ 主たる事務所の所在地 川西市小戸２丁目７番９号 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、国籍・年齢・性別・障がいの区別に関係なく、社会で心豊かに生きるために必要な、暮

らし・働く・余暇活動の３つの場所を循環させることができる事業を行い、誰もがいきいきと暮らし、

共生できる社会の実現に寄与することを目的とする。 

８(1) 申請受付年月日 平成25年11月29日 

 (2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人加東市国際交流協会 

  イ 代表者の氏名 平 川 米 一 

  ウ 主たる事務所の所在地 加東市木梨1134番地60 
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   エ 定款に記載された目的 

この法人は、国際理解の普及啓発と国際交流の積極的な推進を通して、広い視野を持ったこころ豊か

な市民の育成と多文化共生社会の実現を図り、もって地域社会の繁栄と世界平和に寄与することを目的

とする。 

 

   特定非営利活動法人の定款変更に係る認証の申請 

 特定非営利活動法人から定款変更に係る認証の申請があったので、特定非営利活動促進法（平成10年法律第

７号）第25条第５項において準用する同法第10条第２項及び県民ボランタリー活動の促進等に関する条例（平

成10年兵庫県条例第39号）第17条の規定により、兵庫県企画県民部県民文化局県民生活課、同部管理局文書課

県民情報センター、神戸県民局、阪神南県民局、阪神北県民局、東播磨県民局、北播磨県民局、中播磨県民局、

西播磨県民局、但馬県民局、淡路県民局及び丹波の森公苑において、関係書類を縦覧に供する。 

 なお、関係書類の縦覧期間は申請のあった年月日から２月間とする。 

  平成25年12月17日 

                                 兵庫県知事 井 戸 敏 三  

 

１(1) 申請受付年月日 平成25年11月29日 

 (2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人でかけ隊 

  イ 代表者の氏名 増 田 浩 平 

  ウ 主たる事務所の所在地 豊岡市小田井町８番６号 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、障害者、高齢者に対して、外出支援介助、在宅での訪問介護及び地域における生活支援

に関する事業を行い、福祉の町づくりに寄与することを目的とする。 

２(1) 申請受付年月日 平成25年11月29日 

 (2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人稲美町つくしとすぎな会 

  イ 代表者の氏名 橘   公 子 

  ウ 主たる事務所の所在地 加古郡稲美町加古4369番地の３ 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、障害者に対して、障害者自立支援法にもとづく地域活動支援センター事業と障害福祉サ

ービス事業、及び障害者自立支援の為の相談助言事業を行うとともに、障害者や高齢者と地域住民が交

流できるふれあいサロン運営、障害者の社会参画・地域の理解促進に資するイベント等の開催・参加協

力事業を行い、障害者の社会参加と自立の推進、及びすべての人が安心して暮らすことができる地域社

会の構築に寄与することを目的とする。 

３(1) 申請受付年月日 平成25年11月29日 

 (2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人かとう 

  イ 代表者の氏名 西 角   守 

  ウ 主たる事務所の所在地 加東市下滝野748番地２ 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、障害者に対して生活支援及び社会参画促進に関する事業を行い、障害者の福祉の増進と

全ての人が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

４(1) 申請受付年月日 平成25年11月29日 

 (2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人ひまわりセラピーハウス 

  イ 代表者の氏名 土 田 久 美 

  ウ 主たる事務所の所在地 明石市西明石南町二丁目８番13 大黒ビル１階 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、子育て支援を必要とする人々、養護施設の子供たち、カウンセリングを必要とする人々

に対し、託児・保育、カウンセリング、親子カフェ、マッサージ教室に関する事業を行い、現代のスト
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レス社会において、本来の自分を取り戻し、健康的で、かつ、いきいきとした人生の実現に寄与するこ

とを目的とする。 

５(1) 申請受付年月日 平成25年11月29日 

 (2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人知的障がい児者のあそび・せいかつ・しごと支援ネットワーク姫路 

  イ 代表者の氏名 稲 垣 和 雄 

  ウ 主たる事務所の所在地 姫路市下寺町108―２ 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、知的障害児者及びその保護者に対して、余暇活動、日常生活、就業等への支援に関する

事業を行い、知的障害児者の生活の質の向上を図ることで、公益に寄与することを目的とする。 

６(1) 申請受付年月日 平成25年11月29日 

 (2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人都市災害に備える技術者の会 

  イ 代表者の氏名 伊 藤 東洋雄 

  ウ 主たる事務所の所在地 西宮市すみれ台３丁目１番地 有限会社太田ジオリサーチ内 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は阪神・淡路大震災の経験をふまえ、土木・建築・都市計画の専門家・実務家・技術士及び

幅広く技術に関心を持つ者が、一般市民に対して災害の予防から始まり、災害発生後およびその後の対

処法まで含めた一貫性をもった対応への相談および対策の提案をするなどの防災・減災に関する活動を

行い、安全な地域づくりに寄与することを目的とする。 

７(1) 申請受付年月日 平成25年11月29日 

 (2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人言語障害者の社会参加を支援する会しゃべろーよ 

  イ 代表者の氏名 田 中 昌 明 

  ウ 主たる事務所の所在地 三田市三田町35番21号 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、失語症などをおった言語障害者及び家族が安心して社会参加ができる交流の場を提供し、

ひとりひとりが必要とする支援を行い、失語症支援者の養成や市民への啓発を行うことによって、言語

障害があっても差別や偏見を受けることなく、社会の一員として生きていける社会を築いていくことを

目的とする。 

８(1) 申請受付年月日 平成25年11月29日 

 (2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人タンポポ福祉会  

  イ 代表者の氏名 古 田 政 吉 

  ウ 主たる事務所の所在地 高砂市伊保港町二丁目1540番10 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、障害者に対して、その自立と社会参加に関する事業を行い、障害者福祉の増進に寄与す

ることを目的とする。 

９(1) 申請受付年月日 平成25年11月29日 

 (2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人障害者地域生活応援団あかね 

  イ 代表者の氏名 芳 川 雅 美 

  ウ 主たる事務所の所在地 川西市火打一丁目５番19号   

   エ 定款に記載された目的 

    この法人は、川西市を中心とした障害者（児）に対して、労働の場の提供をはじめとする障害者の地

域生活を支援する事業を行い、障害者福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

平成25年度兵庫県技能顕功賞表彰 

兵庫県技能顕功賞規則（昭和41年兵庫県規則第58号）第２条の規定により、平成25年11月10日に次の者を表

彰した。 
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平成25年12月17日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

職種及び氏名 

金属材料製造の職業 

      製銑工 

          石 元 昭 彦        神戸市北区 

          風 本 泰 夫        加古川市 

      製鋼工 

          佐 藤 良 一       明石市 

      溶鋼処理工 

          片 岡 武 志        加古郡稲美町 

      機械込造型工 

          守 本 正 弘        養父市 

      自由鍛造工 

          中 村 哲次郎        三木市 

      手かじ（鍛造）工 

          別 井 正 男        三木市 

      刃物製造工 

          光 川 大 造        三木市 

          高 田 良 作        三木市 

      握り鋏製造業 

          井 上   弘        小野市 

      熱間圧延工 

          蔵 座 昭 生        加古川市 

          森 根 覚 成        揖保郡太子町 

          柿 本 昌 美        姫路市 

          熊 谷 隆 仁        姫路市 

      伸線工 

          大 谷   満        三田市 

      非破壊検査工 

          髙 取 亮 一        神戸市長田区 

          井 上 直 樹        神戸市北区 

      製品検査・出荷管理工 

          大 森 幸 一        姫路市 

      金属材料原料工 

          園 田   享        加古郡稲美町 

      実験工 

          豊 嶋 充 久        三木市 

金属加工の職業 

      旋盤工 

          角 田 浩 二        加古郡播磨町 

      フライス盤工 

          藤 本   功        伊丹市 

          西 岡   剛        宝塚市 

   研ま盤工 

          吉 田 孝 信        加古川市 

   数値制御金属工作機械工 

          岡 本 俊 也        神戸市垂水区 

          奥 田 保 孝        三田市 

      数値制御フライス盤工・開閉制御機器組立工 
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          秋 山 幸 男        神崎郡福崎町 

      普通旋盤工・数値制御旋盤工 

          岸     康        小野市 

      板金工 

          白 濵 清 人        伊丹市 

その他の金属加工等の職業 

      製かん工 

          田 安 男        たつの市 

          多 田 良         高砂市 

      アーク溶接工 

          牧   邦 洋        加古川市 

          宮 下 祐 幸        神戸市長田区 

          藤 木 和 男        大阪市 

          井 本 敦 雄        尼崎市 

          山 本 信 次        神戸市垂水区 

          東   富 広        加古川市 

          小 薮 正 行        加西市 

      アーク溶接工・レーザー溶接工・ガス溶接工 

          酒 澤 清一郎        姫路市 

      電気めっき工 

          川 上 光 彦        多可郡多可町 

          大 矢 武 司        姫路市 

      溶射工 

          生 田   充        加古川市 

一般機械器具組立等の職業 

      タービン組立・調整工 

          生 島 一 弘        高砂市 

          西 村 保 幸        明石市 

      産業用機械組立工 

          永 田 泰 一        神戸市西区 

          藤 原 幸 造        加古郡稲美町 

          寺 西 清 高        神戸市西区 

      ロボット組立 

          齋 藤 和 芳        加古川市 

      機械修理工 

          佐 伯   貢        姫路市 

          花 田 涼 治        加古川市 

      機械検査工 

          岸 川 正 德        加古郡稲美町 

          久 保 義 信        神戸市北区 

          小 川 満 一        神戸市垂水区 

          遠 藤 昭 史        三木市 

          竹 渕 英 次        姫路市 

      機械工事検査員 

          来 嶋   修        たつの市 

電気機械器具組立等の職業 

     発電機組立・調整工 

          原 田 吉 彦        神戸市西区 

      電動機組立・調整工 

          三 好   智        伊丹市 
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      開閉制御機器組立工 

          竹 迫 義 幸        尼崎市 

          田 中 久 幸        三田市 

      電気機械部品組立工 

          小 林 豊 茂        小野市 

      配電・制御装置修理工 

          西 田 誠 一        加古川市 

          福 島 秀 明        姫路市 

      電気制御開発工 

          今 井 正 浩        姫路市 

      電気通信機器組立工 

          元 山 和 彦        神戸市北区 

          兒 玉 信 幸        宝塚市 

      半導体チップ製造工 

          渡 邉   修        伊丹市 

      プリント基盤組立工 

          大 畑 良 夫        三木市 

      電子機構部品組立工 

          酒 井 秀 典        明石市 

      発電機・電動機検査工 

          多 月 洋 一        姫路市 

      特殊電子部品製造工 

          古 川 浩 久        伊丹市 

      電気機械器具保守員 

          田 口 利 幸        たつの市 

      除湿器組立工 

          酒 井 英 樹        神戸市灘区 

      特殊電子機器組立工 

          藤 本 雄 三        神戸市北区 

      計装器具保守員 

          柴 田 真 也        姫路市 

      電気配線工事作業者 

          今 宿 良 昭        姫路市 

      産業用電気機械・装置据付工 

          村 田 辰 也        明石市 

      電気計装工・機械調整業務 

          加 藤 卓 也        明石市 

輸送用機械器具組立等の職業 

      航空機部品組立工 

          藤 岡 正 康        加古川市 

      車両組立工 

          林 田 浩 二        加古川市 

      車両ぎ装工 

          木 曾   豊        神戸市北区 

          荒 木 禎 二        加古郡播磨町 

      船舶機関部ぎ装工 

          野 洲 賢 二        加古川市 

          奥 田 信 二        神戸市須磨区 

      船体組立工 

          山 田 治 夫        神戸市垂水区 
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          梅 松 仁 士        神戸市垂水区 

衣服の職業 

      婦人・子供服注文仕立職 

          伊 藤 安 子        大阪市 

          長谷川 雅 美        高砂市 

建設・土木等の職業 

      建築大工 

          米 田 裕 史        姫路市 

          松 下 勝 正        たつの市 

          藤 井   剛        姫路市 

          掃 部   勲        朝来市 

          竹 中   弘        豊岡市 

          足 立   守        丹波市 

          射 場 哲 也        丹波市 

          松 尾 康         淡路市 

          齋 田 哲三朗        南あわじ市 

      型枠大工 

          舟 坂 光 弘        加古川市 

      土木鉄筋工 

          瀬 尾 芳 実        豊岡市 

その他の建設・建設機械運転の職業 

      れんが積工 

          伊 藤 裕 文        姫路市 

      左官 

          久 保 侚 也        丹波市 

          月 森 延 男        篠山市 

          青 山 祐 介        西脇市 

      配管工 

          長 井 利 廣        西脇市 

          石 原 章 平        姫路市 

      建築塗装工 

          名 村 彰 芳        姫路市 

      造機建設技術職 

          正 田 浩 一        明石市 

      建設機械運転工 

          松 本 重 治        美方郡香美町 

植木職・造園工等の職業 

      造園工 

          小 林 玄 竜        宍粟市 

          奥 田 敏 三        尼崎市 

          林   幹 夫        たつの市 

          森 岡 和 之        神戸市西区 

          前 田 和 成        伊丹市 

          板 井 義 定        加西市 

          井 内 光 彦        南あわじ市 

          小 川   勝        宝塚市 

          礒 田 博 也        姫路市 

窯業製品・化学製品製造等の職業 

      陶磁器焼成工 

          清 水 久美子        篠山市 
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          市 野 茂 子        篠山市 

          市 野 年 成        篠山市 

      れんが・かわら類成形工 

          構 井 俊一郎        姫路市 

      石切工 

          中 川 久 喜        豊岡市 

木製品・かわ製品製造等の職業 

      木製家具製造工 

          松 岡 重 樹        神戸市北区 

      き柳製品製造工 

          寺 内 卓 己        豊岡市 

      オフセット印刷作業員 

          高 田 良 文        姫路市 

食料品製造等の職業 

      製めん工 

          前 田 壽 男        宍粟市 

      洋生菓子製造工 

          松 田 安 正        加古川市 

          井 谷 眞 一        神戸市西区 

      杜氏 

          井 上   昇        美方郡香美町 

          西 澤 治 昭        美方郡新温泉町 

          田 中 万 三        美方郡香美町 

          村 尾 優 一        美方郡新温泉町 

          宮 田   宏        三木市 

生活衛生サービスの職業 

      美容師 

          藤 本 陽 子        加古川市 

飲食物調理等の職業 

      日本料理調理人 

          坂 本 貞 夫        淡路市 

      中華料理調理人 

          藤 原  也        神戸市灘区 

表具師、塗装工、畳工、写真工等の職業 

      表具師 

          安 徳 晴 喜        尼崎市 

          黒 田   明        小野市 

      金属塗装工 

          中 西 義 明        豊岡市 

          松 下 秀 二        尼崎市 

      畳工 

          淺 木 英 生        尼崎市 

          森 岡 豊 尚        明石市 

      室内装飾工 

          野 上 卓 大        南あわじ市 

          荻 野 謹 司        西脇市 

      写真工 

          郡   秀 知        神戸市灘区 

          山 田 和 成        加古川市 

          森 田 誉 淳        西宮市 
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          綾   隆 司        加古川市 

広告美術工、製図工等の職業 

      広告美術工 

          中 西 佳 奈        姫路市 

      製図工 

          辻   健 一        神戸市西区 

装身具等身の回り品製造の職業 

      漆工・はく押沈金工 

          森 下 達 也        揖保郡太子町 

      貴金属細工加工工 

          山 本 宣 弘        三田市 

      フラワー装飾師 

          岩 村 としみ        西宮市 

その他の職業 

      燃料ガス・用水調整工 

          中 條   誠        高砂市 

      内燃機関運転工 

          坂 元   勉        伊丹市 

      表面処理実験工 

          福 田 好 男        加古川市 

      超電導実験工 

          上 本 英 之        三木市 

      実験計測工 

          泉 山 和 雄        加古川市 

          赤 松 哲 郎        高砂市 

 

   大規模小売店舗の新設に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の新

設の届出があった。 

 なお、当該届出及びその関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

 また、同法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生

活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に対し、

意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

平成25年12月17日 

              兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 （仮称）ジョーシン新福崎店 

  所在地 神崎郡福崎町南田原2903番１ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称 上新電機株式会社 

住所 大阪市浪速区日本橋西一丁目６番５号 

代表者の氏名 中 嶋 克 彦 

３ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称 上新電機株式会社 

住所 大阪市浪速区日本橋西一丁目６番５号 

代表者の氏名 中 嶋 克 彦 

４ 大規模小売店舗の新設をする日 

平成26年７月29日 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

2,700平方メートル 
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６ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

(1) 駐車場の収容台数 

120台 

(2) 駐輪場の収容台数 

28台 

(3) 荷さばき施設の面積 

40平方メートル 

(4) 廃棄物等の保管施設の容量 

16.9立方メートル 

７ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

小売業を行う者の氏名又は名称 開店時刻 閉店時刻 

上新電機株式会社 午前９時 午後９時30分 

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

午前８時30分から午後10時まで 

(3) 駐車場の自動車の出入口の数   

出入口１箇所 

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

午前６時から午後10時まで 

８ 届出年月日 

平成25年11月28日 

９ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課及び中播磨県民局姫路土木事務所まちづくり建築課 

(2) 縦覧期間 

平成25年12月17日から４月間 

10 意見書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限 

平成26年４月17日 

(2) 提出先 

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課 

 〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

 

   大規模小売店舗の変更に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項及び第２項の規定により、次のとおり大規模小

売店舗の変更の届出があった。 

 なお、当該届出及びその関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

 また、同法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置している者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に

対し、意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

平成25年12月17日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 フレッシュバザール日高パーク店 

    所在地 豊岡市日高町祢布字ガケガ森988 

２ 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

氏名又は名称      住所              代表者の氏名     

株式会社トヨダ     豊岡市庄境115番地の１     宮 下 雅 則 
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田 原 義 勝     豊岡市日高町鶴岡117番地の３ 

３ 変更事項 

 (1) 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

ア 変更前 

氏名又は名称       住所              代表者の氏名 

株式会社トヨダ      豊岡市九日市下町100番地の１   宮 下 雅 則 

田 原 義 勝      豊岡市日高町鶴岡117番地の３ 

イ 変更後 

氏名又は名称       住所              代表者の氏名 

株式会社トヨダ      豊岡市庄境115番地の１      宮 下 雅 則 

田 原 義 勝      豊岡市日高町鶴岡117番地の３ 

 (2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

ア 変更前 

氏名又は名称       住所              代表者の氏名 

株式会社トヨダ      豊岡市九日市下町100番地の１   宮 下 雅 則 

田 原 義 勝      豊岡市日高町鶴岡117番地の３ 

イ 変更後 

氏名又は名称       住所              代表者の氏名 

株式会社トヨダ      豊岡市庄境115番地の１      宮 下 雅 則 

田 原 義 勝      豊岡市日高町鶴岡117番地の３ 

 (3) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

 ア 変更前 

小売業を行う者の氏名又は名称 開店時刻 閉店時刻 

株式会社トヨダ 午前９時 翌午前０時 

田 原 義 勝 午前９時 午後10時 

 イ 変更後 

小売業を行う者の氏名又は名称 開店時刻 閉店時刻 

株式会社トヨダ 午前８時 翌午前０時 

田 原 義 勝 午前９時 午後10時 

 (4) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

  ア 変更前 

    午前８時30分から翌午前０時30分 

  イ 変更後 

    午前７時30分から翌午前０時30分 

４ 変更年月日 

 (1) 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

平成25年５月20日 

 (2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

平成25年５月20日 

 (3) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

平成25年11月16日 

 (4) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

平成25年11月16日 

５ 届出年月日 

  平成25年11月15日 

６ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 
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 (1) 縦覧場所 

   兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課及び但馬県民局豊岡土木事務所まちづくり建築第１課 

 (2) 縦覧期間 

  平成25年12月17日から４月間 

７ 意見書の提出期限及び提出先 

 (1) 提出期限  

平成26年４月17日 

 (2) 提出先 

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課 

    〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 
 

病 院 局 公 告 

 

   入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成25年12月17日 

兵庫県病院事業 契約担当者 

兵庫県病院事業管理者 西 村 隆一郎 

１ 調達内容 

 (1) 購入物品及び数量 

   手術台システム 一式 

 (2) 購入物品の特質等 

   購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

 (3) 納入期限 

   平成26年３月24日（月） 

 (4) 納入場所 

   県立リハビリテーション中央病院 神戸市西区曙町1070 

 (5) 入札方法 

上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定され

た者であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。 

 (6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ

ること。 

 (7) 購入物品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒651-2181 神戸市西区曙町1070 

県立リハビリテーション中央病院管理部病院経理課 
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電話（078）927－2727 

 (2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間 

    平成25年12月17日（火）から平成26年１月６日（月）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫

県条例第15号）第２条に規定する県の休日を除く。） 

    午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 入札参加申込書の受付期間 

    上記(2)に同じ。 

 (4) 入札・開札の日時及び場所 

平成26年１月17日（金）午前10時 兵庫県庁西館１階 大入札室 

 (5) 入札書の提出期限 

   上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、平成26年

１月16日（木）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の100分の105）の100分の５以上の額の入札保証金を平成26年１月15日

（水）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に契約担当者を被保険者とする

入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に契約担当者を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証

金に代えて契約締結日までに提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

  ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき

ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ

っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を平成26年１月

６日（月）午後４時までに前記３(1)の場所に提出すること。 

   イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

    イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに納入されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成26年１月24日（金））まであること。 

   ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

   エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

   オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

   カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

   キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

   ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

   ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

   コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

    (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

     (ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

  サ 落札金額が200万円（消費税込）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等についての誓約書を
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落札決定後直ちに提出すること。 

 (6) 入札の無効 

   本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成

14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。      

 (9) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

Dr.Nishimura, Superintendent of the Prefectural Hospitals Agency 

 (2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

Operating table system, 1 set 

 (3) Delivery period: 

March 24, 2014 

 (4) Delivery place: 

Hyogo Prefectural Central Rehabilitation Hospital 

 (5) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00 January 6, 2014 

 (6) Deadline for tender: 

    17:00 January 16, 2014 by mail 

      10:00 January 17, 2014 by direct delivery 

 (7) Contact point for the notice: 

Accounting Division, Hyogo Prefectural Central Rehabilitation Hospital 

1070 Akebono-cho, Nishi-ku, Kobe, Hyogo 651-2181 

TEL (078)927-2727  

 

   入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成25年12月17日 

                               兵庫県病院事業 契約担当者 

                                 県立尼崎病院長 藤 原 久 義  

１ 調達内容 

 (1) 購入物品及び数量 

   ＰＥＴ／ＣＴ 一式 

 (2) 購入物品の特質等 

   購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

 (3) 納入期限 

   平成27年３月31日（火） 

 (4) 納入場所 

   県立尼崎総合医療センター（仮称） 尼崎市東難波町２丁目176─１（新病院整備地） 

 (5) 入札方法 

上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と
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するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定され

たものであること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第26号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という｡）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。 

 (6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ

ること。 

 (7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

   〒660-0828 尼崎市東大物町１丁目１番１号 

         県立尼崎病院総務部経理課 

         電話（06）6482－1521 

 (2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間 

   平成25年12月17日（火）から平成26年１月８日（水）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫

県条例第15号）第２条に規定する県の休日を除く。） 

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 入札参加申込書の受付期間 

   上記(2)に同じ。 

 (4) 入札・開札の日時及び場所 

平成26年１月29日（水）午後１時30分 県立尼崎病院２階 第３会議室 

 (5) 入札書の提出期限 

   上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、平成26年

１月28日（火）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の100分の108）の100分の５以上の額の入札保証金を平成26年１月27日

（月）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証

保険契約を締結した場合は、その保険証書を保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て契約締結日までに提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき

ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ

っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を平成26年１月

８日（水）午後４時までに前記３(1)の場所に提出すること。 
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  イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

    イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに納入されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成26年２月５日（水））まであること。 

   ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

   エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

   オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

   カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

   キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

   ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

   ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

   コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

    (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

     (ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ 落札金額が200万円（消費税込）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等についての誓約書を

落札決定後直ちに提出すること。 

 (6) 入札の無効 

    本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成

14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 (9) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

Dr.Fujiwara, Director of Hyogo Prefectural Amagasaki Hospital 

 (2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

Positron Emission Tomography/Computed Tomography examinations system, 1 set 

 (3) Delivery period: 

March 31, 2015 

 (4) Delivery place: Hyogo Prefectural Amagasaki Medical Center（temporary name） 

 (5) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00 January 8, 2014 

 (6) Deadline for tender: 

    17:00 January 28, 2014 by mail 

      13:30 January 29, 2014 by direct delivery 

 (7) Contact point for the notice: 

Accounting Division, Hyogo Prefectural Amagasaki Hospital 

1-1-1 Higashidaimotsu-cho, Amagasaki, Hyogo 660-0828 

TEL (06)6482-1521  
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   入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成25年12月17日 

                               兵庫県病院事業 契約担当者 

                                 県立尼崎病院長 藤 原 久 義  

１ 調達内容 

 (1) 購入物品及び数量 

   医療用直線加速装置（リニアック） 一式 

 (2) 購入物品の特質等 

   購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

 (3) 納入期限 

   平成27年３月31日（火） 

 (4) 納入場所 

   県立尼崎総合医療センター（仮称） 尼崎市東難波町２丁目176─１（新病院整備地） 

 (5) 入札方法 

上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定され

たものであること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第26号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という｡）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。 

 (6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ

ること。 

 (7) 購入物品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

   〒660-0828 尼崎市東大物町１丁目１番１号 

         県立尼崎病院総務部経理課 

電話（06）6482－1521 

 (2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間 

   平成25年12月17日（火）から平成26年１月８日（水）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫

県条例第15号）第２条に規定する県の休日を除く。） 

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 入札参加申込書の受付期間 

   上記(2)に同じ。 

 (4) 入札・開札の日時及び場所 

平成26年１月29日（水）午後１時40分 県立尼崎病院２階 第３会議室 

 (5) 入札書の提出期限 

   上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による
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信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、平成26年

１月28日（火）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の100分の108）の100分の５以上の額の入札保証金を平成26年１月27日

（月）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証

保険契約を締結した場合は、その保険証書を保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て契約締結日までに提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

  ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき

ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ

っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を平成26年１月

８日（水）午後４時までに前記３(1)の場所に提出すること。 

  イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

    イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに納入されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成26年２月５日（水））まであること。 

   ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

   エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

   オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

   カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

   キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

   ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

   ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

   コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

    (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

     (ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ 落札金額が200万円（消費税込）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等についての誓約書を

落札決定後直ちに提出すること。 

 (6) 入札の無効 

    本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成

14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
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 (9) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

Dr.Fujiwara, Director of Hyogo Prefectural Amagasaki Hospital 

 (2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

Medical linear accelerator, 1 set 

 (3) Delivery period: 

March 31, 2015 

 (4) Delivery place: Hyogo Prefectural Amagasaki Medical Center（temporary name） 

 (5) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00 January 8, 2014 

 (6) Deadline for tender: 

    17:00 January 28, 2014 by mail 

      13:40 January 29, 2014 by direct delivery 

 (7) Contact point for the notice: 

Accounting Division, Hyogo Prefectural Amagasaki Hospital 

1-1-1 Higashidaimotsu-cho, Amagasaki, Hyogo 660-0828 

TEL (06)6482-1521  

 

   入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成25年12月17日 

                               兵庫県病院事業 契約担当者 

                                 県立尼崎病院長 藤 原 久 義  

１ 調達内容 

 (1) 購入物品及び数量 

   医療用直線加速装置（動体追尾型リニアック） 一式 

 (2) 購入物品の特質等 

   購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

 (3) 納入期限 

   平成27年３月31日（火） 

 (4) 納入場所 

   県立尼崎総合医療センター（仮称） 尼崎市東難波町２丁目176─１（新病院整備地） 

 (5) 入札方法 

上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定され

たものであること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第26号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という｡）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 
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 (5) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。 

 (6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ

ること。 

 (7) 購入物品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

   〒660-0828 尼崎市東大物町１丁目１番１号 

         県立尼崎病院総務部経理課 

電話（06）6482－1521 

 (2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間 

   平成25年12月17日（火）から平成26年１月８日（水）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫

県条例第15号）第２条に規定する県の休日を除く。） 

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 入札参加申込書の受付期間 

   上記(2)に同じ。 

 (4) 入札・開札の日時及び場所 

平成26年１月29日（水）午後１時50分 県立尼崎病院２階 第３会議室 

 (5) 入札書の提出期限 

   上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、平成26年

１月28日（火）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の100分の108）の100分の５以上の額の入札保証金を平成26年１月27日

（月）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証

保険契約を締結した場合は、その保険証書を保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て契約締結日までに提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき

ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ

っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を平成26年１月

８日（水）午後４時までに前記３(1)の場所に提出すること。 

  イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

    イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに納入されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成26年２月５日（水））まであること。 

   ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

   エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

   オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

   カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 
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   キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

   ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

   ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

   コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

    (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

     (ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ 落札金額が200万円（消費税込）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等についての誓約書を

落札決定後直ちに提出すること。 

 (6) 入札の無効 

    本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成

14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 (9) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

Dr.Fujiwara, Director of Hyogo Prefectural Amagasaki Hospital 

 (2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

Medical Linear Accelerator with a dynamic-tracking irradiation feature, 1 set 

 (3) Delivery period: 

March 31, 2015 

 (4) Delivery place: Hyogo Prefectural Amagasaki Medical Center（temporary name） 

 (5) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00 January 8, 2014 

 (6) Deadline for tender: 

    17:00 January 28, 2014 by mail 

      13:50 January 29, 2014 by direct delivery 

 (7) Contact point for the notice: 

Accounting Division, Hyogo Prefectural Amagasaki Hospital 

1-1-1 Higashidaimotsu-cho, Amagasaki, Hyogo 660-0828 

TEL (06)6482-1521  

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成25年12月17日 

                               兵庫県病院事業 契約担当者      

                                 県立尼崎病院長 藤 原 久 義  

１ 調達内容 

 (1) 調達件名及び数量 

県立尼崎病院施設の清掃業務 一式 

 (2) 調達案件の仕様等 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 
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平成26年４月１日（火）から平成27年４月30日（水）まで 

 (4) 履行場所 

県立尼崎病院 尼崎市東大物町１丁目１番１号 

 (5) 入札方法 

   上記(1)について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった年間契約金額の108分の100に相当する金額を記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定され

た者であること。 

 (2) 上記(1)の名簿に「清掃」を希望業種として登録されている者であること。 

 (3) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (4) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (5) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (6) 医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第９条の15に規定する病院施設の清掃業務を適正に行う能

力があることを証明できる者であること。 

 (7) 入札説明書で定める仕様書の内容（集中治療室等の清掃を含む。）を履行する能力があることを証明でき

る者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

   〒660-0828 尼崎市東大物町１丁目１番１号 

県立尼崎病院総務部経理課 

電話（06）6482－1521 

 (2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)シで提出を求める誓約書の交付期間 

   平成25年12月17日（火）から平成26年１月８日（水）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫

県条例第15号）第２条に規定する県の休日を除く。） 

   午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 入札参加申込書の受付期間 

   上記(2)に同じ。 

 (4) 入札・開札の日時及び場所 

   平成26年１月29日（水）午前11時 県立尼崎病院２階 第３会議室 

 (5) 入札書の提出期限 

上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、平成26年

１月28日（火）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の100分の108の金額）の100分の５以上の額の入札保証金を平成26年１月

27日（月）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札

保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 



平成25年12月17日 火曜日   兵 庫 県 公 報          第 2553 号 

40 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て契約締結日までに提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した特定役務を履行できることを証明する

書類を申込書に添付して指定の期間内に提出し、契約担当者による一般競争入札参加資格及び履行能力

の確認を受けること。 

イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

  ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

  イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに提出されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成26年４月１日（火））まであること。 

  ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。特に、この入札

書については、「この入札書に記載する申込内容については、入札の対象となる調達に係る予算が議決さ

れ、その予算の執行が可能となることにより、効力を生じる。」旨が付記されていること。 

  キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

  ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

  ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

  コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

   (ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうちア、エ又はオに

違反し無効となった者以外の者 

  サ この入札は、入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより、

効力を生じる。 

  シ 契約金額が200万円（消費税込）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等についての誓約書を

落札決定後直ちに提出すること。 

 (6) 入札の無効 

   本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   本公告及び入札説明書に示した一般競争入札参加資格及び履行能力があると確認された者であって、病

院局会計規程（平成14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で、かつ最低制限価格を下回らない最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 (9) その他 

   詳細は入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

Dr.Fujiwara, Director of Hyogo Prefectural Amagasaki Hospital 

 (2) Nature and quantity of the services to be required: 

Hyogo Prefectural Amagasaki Hospital buildings cleaning service, 1 set 

 (3) Contract fulfillment period: From April 1, 2014 through April 30, 2015 



平成25年12月17日 火曜日   兵 庫 県 公 報          第 2553 号 

41 

 (4) Location: Hyogo Prefectural Amagasaki Hospital buildings 

 (5) Deadline for indicating will to participate in the tendering procedures: 

      16:00 January 8, 2014 

 (6) Deadline for tender: 

17:00 January 28, 2014 by mail 

      11:00 January 29, 2014 by direct delivery 

 (7) Contact point for the notice: 

      Accounting Division, Hyogo Prefectural Amagasaki Hospital 

     1-1-1 Higashidaimotsu-cho, Amagasaki, Hyogo 660-0828 

TEL (06)6482-1521 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成25年12月17日 

                         兵庫県病院事業 契約担当者            

                           県立加古川医療センター院長 千 原 和 夫  

１ 調達内容 

 (1) 調達件名及び数量 

県立加古川医療センター施設の総合施設管理業務 一式 

 (2) 調達案件の仕様等 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

平成26年４月１日（火）から平成29年３月31日（金）まで 

 (4) 履行場所 

県立加古川医療センター 加古川市神野町神野203 

 (5) 入札方法 

   上記(1)について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった年間契約金額の108分の100に相当する金額を記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定され

た者であること。 

 (2) 上記(1)の名簿に「清掃」を希望業種として登録されている者であること。 

 (3) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (4) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (5) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (6) 医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第９条の15に規定する病院施設の清掃業務を適正に行う能

力があることを証明できる者であること。 

 (7) 入札説明書で定める仕様書の内容（集中治療室等の清掃を含む。）を履行する能力があることを証明でき

る者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

   〒675-0003 加古川市神野町神野203 

県立加古川医療センター総務部経理課 
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電話（079）497－7000 内線2222 

 (2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)シで提出を求める誓約書の交付期間 

   平成25年12月17日（火）から平成26年１月８日（水）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫

県条例第15号）第２条に規定する県の休日を除く。） 

   午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 入札参加申込書の受付期間 

   上記(2)に同じ。 

 (4) 入札・開札の日時及び場所 

   平成26年１月29日（水）午前11時 県立加古川医療センター 会議室１ 

 (5) 入札書の提出期限 

上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、平成26年

１月28日（火）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の100分の108の金額）の100分の５以上の額の入札保証金を平成26年１月

27日（月）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札

保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て契約締結日までに提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した特定役務を履行できることを証明する

書類を申込書に添付して指定の期間内に提出し、契約担当者による一般競争入札参加資格及び履行能力

の確認を受けること。 

イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

  ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

  イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに提出されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成26年４月１日（火））まであること。 

  ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。特に、この入札

書については、「この入札書に記載する申込内容については、入札の対象となる調達に係る予算が議決さ

れ、その予算の執行が可能となることにより、効力を生じる。」旨が付記されていること。 

  キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

  ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

  ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

  コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

   (ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうちア、エ又はオに

違反し無効となった者以外の者 
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  サ この入札は、入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより、

効力を生じる。 

  シ 契約金額が200万円（消費税込）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等についての誓約書を

落札決定後直ちに提出すること。 

 (6) 入札の無効 

   本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   本公告及び入札説明書に示した一般競争入札参加資格及び履行能力があると確認された者であって、病

院局会計規程（平成14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で、かつ最低制限価格を下回らない最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 (9) その他 

   詳細は入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

Dr.Chihara, Director of Hyogo Prefectural Kakogawa Medical Center 

 (2) Nature and quantity of the services to be required: 

Hyogo Prefectural Kakogawa Medical Center buildings administrative task, 1 set 

 (3) Contract fulfillment period: April 1, 2014 through March 31, 2017 

 (4) Location: Hyogo Prefectural Kakogawa Medical Center 

 (5) Deadline for indicating will to participate in the tendering procedures: 

      16:00 January 8, 2014 

 (6) Deadline for tender: 

17:00 January 28, 2014 by mail 

      11:00 January 29, 2014 by direct delivery 

 (7) Contact point for the notice: 

Accounting Division, Hyogo Prefectural Kakogawa Medical Center 

203 Kanno Kanno-cyo, Kakogawa, Hyogo 675-0003 

TEL (079)497-7000 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成25年12月17日 

                          兵庫県病院事業 契約担当者           

                            県立淡路医療センター院長 加 堂 哲 治  

１ 調達内容 

 (1) 調達件名及び数量 

県立淡路医療センター施設の清掃業務 一式 

 (2) 調達案件の仕様等 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

平成26年４月１日（火）から平成27年３月31日（火）まで 

 (4) 履行場所 

県立淡路医療センター 洲本市塩屋１丁目１番137号 

 (5) 入札方法 

   上記(1)について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額
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（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった年間契約金額の108分の100に相当する金額を記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定され

た者であること。 

 (2) 上記(1)の名簿に「清掃」を希望業種として登録されている者であること。 

 (3) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (4) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (5) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (6) 医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第９条の15に規定する病院施設の清掃業務を適正に行う能

力があることを証明できる者であること。 

 (7) 入札説明書で定める仕様書の内容（集中治療室等の清掃を含む。）を履行する能力があることを証明でき

る者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

   〒656-0021 洲本市塩屋１丁目１番137号 

県立淡路医療センター総務部経理課 

電話（0799）22－1200 

 (2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)シで提出を求める誓約書の交付期間 

   平成25年12月17日（火）から平成26年１月８日（水）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫

県条例第15号）第２条に規定する県の休日を除く。） 

   午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 入札参加申込書の受付期間 

   上記(2)に同じ。 

 (4) 入札・開札の日時及び場所 

   平成26年１月29日（水）午後１時30分 県立淡路医療センター 中会議室 

 (5) 入札書の提出期限 

上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、平成26年

１月28日（火）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の100分の108の金額）の100分の５以上の額の入札保証金を平成26年１月

27日（月）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札

保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て契約締結日までに提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した特定役務を履行できることを証明する

書類を申込書に添付して指定の期間内に提出し、契約担当者による一般競争入札参加資格及び履行能力
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の確認を受けること。 

イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

  ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

  イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに提出されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成26年４月１日（火））まであること。 

  ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。特に、この入札

書については、「この入札書に記載する申込内容については、入札の対象となる調達に係る予算が議決さ

れ、その予算の執行が可能となることにより、効力を生じる。」旨が付記されていること。 

  キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

  ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

  ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

  コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

   (ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうちア、エ又はオに

違反し無効となった者以外の者 

  サ この入札は、入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより、

効力を生じる。 

  シ 契約金額が200万円（消費税込）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等についての誓約書を

落札決定後直ちに提出すること。 

 (6) 入札の無効 

   本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   本公告及び入札説明書に示した一般競争入札参加資格及び履行能力があると確認された者であって、病

院局会計規程（平成14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で、かつ最低制限価格を下回らない最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 (9) その他 

   詳細は入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

Dr.kadou, Director of Hyogo Prefectural Awaji Medical Center 

 (2) Nature and quantity of the services to be required: 

Hyogo Prefectural Awaji Medical Center buildings cleaning service, 1 set 

 (3) Contract fulfillment period: From April 1, 2014 through March 31, 2015 

 (4) Location: Hyogo Prefectural Awaji Medical Center buildings 

 (5) Deadline for indicating will to participate in the tendering procedures: 

      16:00 January 8, 2014 

 (6) Deadline for tender: 

17:00 January 28, 2014 by mail 

      13:30 January 29, 2014 by direct delivery 
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 (7) Contact point for the notice: 

      Accounting Division, Hyogo Prefectural Awaji Medical Center 

      1-1-137 Shioya, Sumoto, Hyogo 656-0021 

      TEL (0799)22-1200 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成25年12月17日 

                               兵庫県病院事業 契約担当者      

                                 県立光風病院長 幸 地 芳 朗  

１ 調達内容 

 (1) 調達件名及び数量 

県立光風病院施設の清掃業務 一式 

 (2) 調達案件の仕様等 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

平成26年４月１日（火）から平成27年３月31日（火）まで 

 (4) 履行場所 

県立光風病院 神戸市北区山田町上谷上字登り尾３ 

 (5) 入札方法 

   上記(1)について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった年間契約金額の108分の100に相当する金額を記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定され

た者であること。 

 (2) 上記(1)の名簿に「清掃」を希望業種として登録されている者であること。 

 (3) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (4) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (5) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (6) 医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第９条の15に規定する病院施設の清掃業務を適正に行う能

力があることを証明できる者であること。 

 (7) 入札説明書で定める仕様書の内容（集中治療室等の清掃を含む。）を履行する能力があることを証明でき

る者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

   〒651-1242 神戸市北区山田町上谷上字登り尾３ 

県立光風病院総務部経理課 

電話（078）581－1013 

 (2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)シで提出を求める誓約書の交付期間 

   平成25年12月17日（火）から平成26年１月８日（水）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫

県条例第15号）第２条に規定する県の休日を除く。） 

   午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 入札参加申込書の受付期間 
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   上記(2)に同じ。 

 (4) 入札・開札の日時及び場所 

   平成26年１月29日（水）午前11時 県立光風病院 児童思春期センター４階 ひかりの森ホール 

 (5) 入札書の提出期限 

上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、平成26年

１月28日（火）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の100分の108の金額）の100分の５以上の額の入札保証金を平成26年１月

27日（月）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札

保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て契約締結日までに提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した特定役務を履行できることを証明する

書類を申込書に添付して指定の期間内に提出し、契約担当者による一般競争入札参加資格及び履行能力

の確認を受けること。 

イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

  ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

  イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに提出されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成26年４月１日（火））まであること。 

  ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。特に、この入札

書については、「この入札書に記載する申込内容については、入札の対象となる調達に係る予算が議決さ

れ、その予算の執行が可能となることにより、効力を生じる。」旨が付記されていること。 

  キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

  ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

  ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

  コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

   (ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうちア、エ又はオに

違反し無効となった者以外の者 

  サ この入札は、入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより、

効力を生じる。 

  シ 契約金額が200万円（消費税込）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等についての誓約書を

落札決定後直ちに提出すること。 

 (6) 入札の無効 

   本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった
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者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   本公告及び入札説明書に示した一般競争入札参加資格及び履行能力があると確認された者であって、病

院局会計規程（平成14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で、かつ最低制限価格を下回らない最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 (9) その他 

   詳細は入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

Dr.Kouchi, Director of Hyogo Prefectural Kofu Hospital 

 (2) Nature and quantity of the services to be required: 

Hyogo Prefectural Kofu Hospital buildings cleaning service, 1 set 

 (3) Contract fulfillment period: From April 1, 2014 through March 31, 2015 

 (4) Location: Hyogo Prefectural Kofu Hospital buildings 

 (5) Deadline for indicating will to participate in the tendering procedures: 

      16:00 January 8, 2014 

 (6) Deadline for tender: 

17:00 January 28, 2014 by mail 

      11:00 January 29, 2014 by direct delivery 

 (7) Contact point for the notice: 

      Accounting Division, Hyogo Prefectural Kofu Hospital 

      3 Noborio Kamitanigami-aza Yamada-cyo, Kita-ku, Kobe, Hyogo 651-1242 

      TEL (078)581-1013 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成25年12月17日 

                             兵庫県病院事業 契約担当者        

                               県立こども病院長  長 嶋 達 也  

１ 調達内容 

 (1) 調達件名及び数量 

県立こども病院施設の清掃業務 一式 

 (2) 調達案件の仕様等 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

平成26年４月１日（火）から平成27年３月31日（火）まで 

 (4) 履行場所 

県立こども病院 神戸市須磨区高倉台１丁目１番１号 

 (5) 入札方法 

   上記(1)について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった年間契約金額の108分の100に相当する金額を記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定され
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た者であること。 

 (2) 上記(1)の名簿に「清掃」を希望業種として登録されている者であること。 

 (3) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (4) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (5) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (6) 医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第９条の15に規定する病院施設の清掃業務を適正に行う能

力があることを証明できる者であること。 

 (7) 入札説明書で定める仕様書の内容（集中治療室等の清掃を含む。）を履行する能力があることを証明でき

る者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

   〒654-0081 神戸市須磨区高倉台１丁目１番１号 

県立こども病院総務部経理課 

電話（078）732－6961 

 (2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)シで提出を求める誓約書の交付期間 

   平成25年12月17日（火）から平成26年１月８日（水）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫

県条例第15号）第２条に規定する県の休日を除く。） 

   午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 入札参加申込書の受付期間 

   上記(2)に同じ。 

 (4) 入札・開札の日時及び場所 

   平成26年１月29日（水）午前10時 県立こども病院 研修室Ｃ 

 (5) 入札書の提出期限 

上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、平成26年

１月28日（火）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の100分の108の金額）の100分の５以上の額の入札保証金を平成26年１月

27日（月）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札

保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て契約締結日までに提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した特定役務を履行できることを証明する

書類を申込書に添付して指定の期間内に提出し、契約担当者による一般競争入札参加資格及び履行能力

の確認を受けること。 

イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

  ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

  イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに提出されているこ
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と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成26年４月１日（火））まであること。 

  ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。特に、この入札

書については、「この入札書に記載する申込内容については、入札の対象となる調達に係る予算が議決さ

れ、その予算の執行が可能となることにより、効力を生じる。」旨が付記されていること。 

  キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

  ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

  ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

  コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

   (ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうちア、エ又はオに

違反し無効となった者以外の者 

  サ この入札は、入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより、

効力を生じる。 

  シ 契約金額が200万円（消費税込）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等についての誓約書を

落札決定後直ちに提出すること。 

 (6) 入札の無効 

   本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   本公告及び入札説明書に示した一般競争入札参加資格及び履行能力があると確認された者であって、病

院局会計規程（平成14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で、かつ最低制限価格を下回らない最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 (9) その他 

   詳細は入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

Dr.Nagashima, Director of Hyogo Prefectural Kobe Children’s Hospital 

 (2) Nature and quantity of the services to be required: 

Hyogo Prefectural Kobe Children’s Hospital buildings cleaning service, 1 set 

 (3) Contract fulfillment period: From April 1, 2014 through March 31, 2015 

 (4) Location: Hyogo Prefectural Kobe Children’s Hospital buildings 

 (5) Deadline for indicating will to participate in the tendering procedures: 

      16:00 January 8, 2014 

 (6) Deadline for tender: 

17:00 January 28, 2014 by mail 

      10:00 January 29, 2014 by direct delivery 

 (7) Contact point for the notice: 

      Accounting Division, Hyogo Prefectural Kobe Children’s Hospital 

      1-1-1 Takakura-dai, Suma-ku, Kobe, Hyogo 654-0081 

      TEL (078)732-6961 

 

   落札者等の公示 
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ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

  平成25年12月17日 

                            兵庫県病院事業 契約担当者         

                              県立がんセンター院長 足 立 秀 治  

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 

  全身用コンピュータ断層撮影装置 一式 

２ 契約に関する事務を担当する課又は県立病院等の名称及び所在地 

  県立がんセンター 明石市北王子町13─70 

３ 落札者を決定した日 

  平成25年11月13日 

４ 落札者の名称及び住所 

  東芝メディカルシステムズ株式会社兵庫支店 神戸市中央区磯上通２―２―21 

５ 落札金額 

  99,750,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  平成25年10月１日 
 

教 育 委 員 会 規 則 

 

兵庫県立大学附属中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成25年12月17日 

                                   兵庫県教育委員会 

                                     委員長 山 口   徹 

兵庫県教育委員会規則第15号 

兵庫県立大学附属中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

兵庫県立大学附属中学校の管理運営に関する規則（平成18年兵庫県教育委員会規則第13号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条中「40人」を「70人」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の兵庫県立大学附属中学校の管理運営に関する規則第３条の規定にかかわらず、こ

の規則の施行の日から平成27年３月31日までの間における第２学年の生徒定員は40人とし、この規則の施行

の日から平成28年３月31日までの間における第３学年の生徒定員は40人とする。 
 

公 安 委 員 会 告 示 

 

兵庫県公安委員会告示第420号 

道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第99条の２第４項第１号イの規定による兵庫県公

安委員会が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査（以下「技能検定員審査」という。）について、技

能検定員審査等に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第３号。以下「規則」という。）第２条の規定によ

り、次のとおり公示する。 

平成25年12月17日 

兵庫県公安委員会       

委員長 橋 本 猛 伸  

１ 技能検定員審査の種類 

技能検定員審査（大型）、技能検定員審査（中型）、技能検定員審査（普通）、技能検定員審査（大特）、技
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能検定員審査（大自二）、技能検定員審査（普自二）、技能検定員審査（牽
けん

引）、技能検定員審査（大型二種）、

技能検定員審査（中型二種）及び技能検定員審査（普通二種） 

２ 技能検定員審査の期日 

平成26年２月１日（土） 

３ 技能検定員審査の場所  

明石市荷山町1649番地の２ 兵庫県警察本部交通部運転免許試験場 

４ 技能検定員審査の申請手続  

(1) 提出書類 

ア 審査申請書１通 

審査申請書は、平成25年12月17日（火）から同月19日（木）までの午前９時から午後５時までの間に

兵庫県警察本部交通部運転免許試験場において配布する。 

なお、郵送を希望する場合は、住所、氏名及び郵便番号を明記した返信用封筒に80円相当額の郵便切

手を貼り付けたものを同封して、郵送により、請求すること。 

イ 技能検定員審査（大型）、技能検定員審査（中型）、技能検定員審査（普通）、技能検定員審査（大特）、

技能検定員審査（大自二）、技能検定員審査（普自二）又は技能検定員審査（牽
けん

引）を受けようとする

者は、当該審査に用いられる自動車を運転することができる免許（仮運転免許を除く。）に係る運転免

許証 

ウ 技能検定員審査（大型二種）を受けようとする者は、大型自動車第二種免許に係る運転免許証及び技

能検定員資格者証（大型）  

エ 技能検定員審査（中型二種）を受けようとする者は、大型自動車第二種免許又は中型自動車第二種免

許に係る運転免許証及び技能検定員資格者証（中型）   

オ  技能検定員審査（普通二種）を受けようとする者は、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許

又は普通自動車第二種免許に係る運転免許証及び技能検定員資格者証（普通） 

   カ 規則第17条の規定により、審査細目についての審査の一部を免除される者は、免除に該当する者であ

ることを証する書類  

(2) 提出期間 

平成25年12月17日（火）から同月19日（木）までの午前９時から午後５時まで 

(3) 提出先 

    兵庫県警察本部交通部運転免許試験場教習所係  

(4) 提出方法 

原則として、本人が持参するものとする。ただし、郵送する場合は、書留郵便で送付することとし、平

成25年12月19日（木）までの消印のあるものに限り受け付ける。 

(5) 審査手数料  

   ア 技能検定員審査（大型）又は技能検定員審査（中型）を受けようとする者にあっては23,500円、技能

検定員審査（普通）を受けようとする者にあっては19,650円、技能検定員審査（大特）、技能検定員審査

（大自二）、技能検定員審査（普自二）又は技能検定員審査（牽
けん

引）を受けようとする者にあっては14,500

円、技能検定員審査（大型二種）、技能検定員審査（中型二種）又は技能検定員審査（普通二種）を受け

ようとする者にあっては21,850円相当額の兵庫県収入証紙を審査申請書に貼り付けること。ただし、審

査細目についての審査の一部を免除される者は、警察手数料徴収条例（平成12年兵庫県条例第38号）別

表７の部備考２から４までの規定による額とする。 

イ 審査手数料は、提出書類の受付後は返却しない。 

５ 携行品 

運転免許証及び筆記用具 

６ 合格者の発表 

平成26年３月４日（火）午前10時から、兵庫県警察本部交通部運転免許試験場において、合格者の申請時

の受理番号を掲示する。 

なお、合格者には、技能検定員審査合格証明書を交付するものとし、法第99条の２第４項第２号イからホ

までのいずれかに該当する者については、技能検定員資格者証を交付しない。 

７ 技能検定員審査についての問合せ先 

  兵庫県警察本部交通部運転免許試験場教習所係 

  電話（078）912－1628 
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兵庫県公安委員会告示第421号 

道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第99条の３第４項第１号イの規定による兵庫県公

安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査（以下「教習 指

導員審査」という。）について、技能検定員審査等に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第３号。以下

「規則」という。）第10条第２項の規定により、次のとおり公示する。 

平成25年12月17日 

兵庫県公安委員会       

                                委員長 橋 本 猛 伸  

１ 教習指導員審査の種類 

教習指導員審査（大型）、教習指導員審査（中型）、教習指導員審査（普通）、教習指導員審査（大特）、教

習指導員審査（大自二）、教習指導員審査（普自二）、教習指導員審査（
けん

牽引）、教習指導員審査（大型二種）、

教習指導員審査（中型二種）及び教習指導員審査（普通二種） 

２ 教習指導員審査の期日 

平成26年２月１日（土） 

３ 教習指導員審査の場所 

   明石市荷山町1649番地の２ 兵庫県警察本部交通部運転免許試験場 

４ 教習指導員審査の申請手続 

(1) 提出書類  

ア 審査申請書１通 

審査申請書は、平成25年12月17日（火）から同月19日（木）までの午前９時から午後５時までの間に

兵庫県警察本部交通部運転免許試験場において配布する。 

なお、郵送を希望する場合は、住所、氏名及び郵便番号を明記した返信用封筒に80円相当額の郵便切

手を貼り付けたものを同封して、郵送により、請求すること。 

   イ 教習指導員審査（大型）、教習指導員審査（中型）、教習指導員審査（普通）、教習指導員審査（大特）、

教習指導員審査（大自二）、教習指導員審査（普自二）又は教習指導員審査（
けん

牽引）を受けようとする

者は、当該審査に用いられる自動車を運転することができる免許（仮運転免許を除く。）に係る運転免

許証 

ウ 教習指導員審査（大型二種）を受けようとする者は、大型自動車第二種免許に係る運転免許証及び教

習指導員資格者証（大型） 

エ 教習指導員審査（中型二種）を受けようとする者は、大型自動車第二種免許又は中型自動車第二種免

許に係る運転免許証及び教習指導員資格者証（中型） 

オ  教習指導員審査（普通二種）を受けようとする者は、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許

又は普通自動車第二種免許に係る運転免許証及び教習指導員資格者証（普通） 

カ 規則第17条の規定により、審査細目についての審査の一部を免除される者は、免除に該当する者であ

ることを証する書類 

(2) 提出期間 

    平成25年12月17日（火）から同月19日（木）までの午前９時から午後５時まで 

(3) 提出先 

兵庫県警察本部交通部運転免許試験場教習所係 

(4) 提出方法 

原則として、本人が持参するものとする。ただし、郵送する場合は、書留郵便で送付することとし、平

成25年12月19日（木）までの消印のあるものに限り受け付ける。 

(5) 審査手数料  

   ア 教習指導員審査（大型）又は教習指導員審査（中型）を受けようとする者にあっては15,000円、教習

指導員審査（普通）を受けようとする者にあっては11,800円、教習指導員審査（大特）、教習指導員審

査（大自二）、教習指導員審査（普自二）又は教習指導員審査（
けん

牽引）を受けようとする者にあっては

9,450円、教習指導員審査（大型二種）、教習指導員審査（中型二種）又は教習指導員審査（普通二種）

を受けようとする者にあっては12,850円相当額の兵庫県収入証紙を審査申請書に貼り付けること。ただ

し、審査細目についての審査の一部を免除される者は、警察手数料徴収条例（平成12年兵庫県条例第38
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号）別表７の部備考５から７までの規定による額とする。 

イ 審査手数料は、提出書類の受付後は返却しない。 

５ 携行品 

運転免許証及び筆記用具 

６ 合格者の発表 

平成26年３月４日（火）午前10時から、兵庫県警察本部交通部運転免許試験場において、合格者の申請時

の受理番号を掲示する。 

なお、合格者には、教習指導員審査合格証明書を交付するものとし、法第99条の３第４項第２号イからハ

までのいずれかに該当する者については、教習指導員資格者証を交付しない。 

７ 教習指導員審査についての問合せ先 

兵庫県警察本部交通部運転免許試験場教習所係 

電話（078）912－1628 

 

兵庫県公安委員会告示第422号 

 道路交通法（昭和35年法律第105号）第108条の29第１項の規定に定める地域交通安全活動推進委員の委嘱を

平成25年11月29日付けで解いたので、公示する。 

  平成25年12月17日 

                                   兵庫県公安委員会      

                                     委員長 橋 本 猛 伸 

委嘱を解いた者 

氏   名 活 動 区 域 

森 口 正 義 垂水警察署の管轄区域 
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